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（様式４） 

日本ＮＧＯ連携無償資金協力 完了報告書 

  

１．基本情報 

（１）案件名 バゴー木工技術センターにおける地域の生産者支援サービス強化事業 

 Strengthening the support services toward local woodcraft artisans 

by community members at the Bago Woodcrafts Technical Center 

（２）事業地 ミャンマー連邦共和国バゴー地方域バゴー郡区 

（３）贈与契約締結日 

及び事業期間 

・贈与契約締結日：2021年 3月 10日 

・事業期間：2021年 3月 31日～2022年 2月 27日 

・延長事業期間：８か月，2022年 10月 31日まで 

（４）供与限度額 

    及び実績（返還額） 

・供与限度額：22,872,605円 

・総支出：21,634,966円（返還額：1,237,815円，利息176円含

む。） 

（５）団体名・連絡先，事

業担当者名 

事業申請書より変更なし 

（６）事業変更の有無 事業変更承認の有無：有 

（ア） 申請日：2022年 1月 24日 

承認日：2022年 2月 7日 

内容：事業期間延長（2022年 7月 31日まで） 

（イ） 申請日：2022年 6月 27日 

承認日：2022年 7月 1日 

内容：事業期間延長（2022年 10月 31日まで） 

事業変更報告の有無：有 

（ア） 報告日：2021年 5月 25日 

内容：本部スタッフの業務配分・勤務地・給与月額単価変

更，現地スタッフ業務配分変更 

（イ） 報告日：2021年 10月 4日 

内容：活動の実施方法変更 

（ウ） 報告日：2022年 1月 4日 

内容：現地スタッフ給与月額単価変更 

（エ） 報告日：2022年 5月 13日 

内容：現地スタッフ担当者変更 

（オ） 報告日：2022年 8月 30日 

内容：購入物品の変更 
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２．事業の概要と成果 

（１） プロジェクト目標

の達成度 

（今期事業達成目標） 

プロジェクト目標：バゴー木工技術センターを活用した生産者および就

業希望者向けサービスの拡充と，生産者のマーケティング能力および資

源管理意識の改善が図られる。 

 

バゴー木工技術センター（以下，技術センター）で利用可能な機械設備

の保守点検，機能追加を実施し，木工品の生産技術や商品開発に関する

教材10点を制作することで，木工品生産者と新規就業者の技術向上に有

効なツールを整備した。木工関係者44名を含む地域住民87名と植林を

おこない人々の森林保全への意識を高めた。本事業終了後も木工品生産

者や新規就業者がアクセス可能な研修・訓練内容の充実と並行して，社

会的な混乱が続くなか産業人口の確保と資源の持続性向上に努め，上位

目標である木工産業の振興に貢献した。 

 

（２）事業内容 

 

実施体制整備 

世界的な新型コロナウィルス感染拡大（以下、コロナ）および事業国の

情勢による影響に、以下の通り対応しながら事業を実施した。 

・事業開始直後は，本部スタッフ（駐在）による事業管理は日本から遠

隔で実施した。特別便での渡航許可が降り，現地事業統括（斎藤）が

2021年 10月から2022年 4月まで渡航、その後、2022年 6月，10月に

短期渡航して事業管理を実施した。 

・プロジェクト・オフィサー１名の採用が困難だったため，当該スタッ

フの業務を既存の現地スタッフ２名へ割り振り事業活動を実施した。 

 

活動①：技術センターの機械設備の新規導入と改良 

①-1は，令和元年度事業（以下，先行事業）で報告した。①-2現地調達

木工機械の改良，①-3日本製木工機械の活用は先行事業で完了したが，

機械類の適正な運用と，木材乾燥設備やバンドソーなど、品質の安定や

歩留・生産性向上に有効な技術を現地社会へ定着させることを目的に，

変更報告のうえ再度実施した（2022年 8月 30日付変更報告）。①-4は，

実施方法を変更し遠隔で実施した（2022年 10月 4日付変更報告）。 

 

【①-2】2021年 11月以降，木材乾燥機能の高度化のため，中型の木材

乾燥設備１機にボイラーを設置し、スチーム乾燥ができるよう改修し

た。地域の木工工房５軒が定常的に木材乾燥を利用し，うち利用頻度の

高い１軒には，技術の普及定着を目的として小型の木材乾燥機を技術セ

ンターから貸出した。 

 

【①-2】2021年 11月，故障の頻発が課題であったバンドソーについ

て，利用頻度の高い利用者に対して，利用者ごとに専用の替え刃を利用

できる仕組みを導入した。当会のシニア・エンジニアが、刃の保ち具合

を指標として、各人の機械の使い方の適切さ、メンテナンス技術を確認

し，利用者に対する相談や注意喚起を個別に実施した。 

 

【①-3】2021年 6月以降、当会のシニア・エンジニアが、日本製木工機

械５機の保守点検を実施した。現地情勢により事業国では通常時以上に

不安定な電力供給が続いているため電気系統への負担が大きく、機械や

配電設備の修繕を実施した。 

 

【①-4】2022年 3月，レーザー彫刻機の適正な使い方とメンテナンス方

法について，同機メーカーの技術士を講師として保守・点検講習を実施
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した。ビデオ通話ツールを用いて日本からの遠隔・ライブ中継で実施

し、５名が参加した。講習は、講師が同機の点検を遠隔で指示しながら

行い、その際に認められた不具合に対して，原因の確認と修理方法の提

示、今後の注意点について実践的に学ぶ内容とした。また、よくある不

具合の予防方法や適正な使用方法をまとめた動画教材２点（表１ 

No.6、No.7）を紙版資料とともに制作し，研修後も、同機を利用したい

生産者が受講できるようツールの整備を実施した。2022年 10月，同機

を初めて利用する木工品生産者１名に対して、当会のシニア・エンジニ

アが同教材を用いて説明を実施した。 

 

活動②：技術センターのキャパシティ強化 

本活動は先行事業で完了した。 

 

活動③：職業訓練プログラム開発 

現地情勢により３ヶ月間の長期訓練プログラムの新規開講が困難であっ

たため実施方法を変更し（2021年 10月 4日付変更報告），確実に生産者

への技術支援が可能な方法で，③-1および③-2の教材開発，③-3で短

期・少人数での研修を実施した。 

 

【③-1】2021年 5月以降，教材用に当会のシニア・エンジニアが木材乾

燥装置を整備しながら，乾燥工程の違いによる乾燥度の差について検証

した。また、テクニカル・エンジニアとプロジェクト・オフィサーが，

テーブルソーとバンドソーを用いて同じ大きさのブロックから同じ製品

を生産する際の、歩留と生産性の差についてデータ収集を実施した。過

去に制作した研修教材に、本事業により収集したデータを反映させるこ

とで、冊子教材５点（表１ No.1-No.5）を再制作し、現地の木工品生産

者が本事業終了後も利用できるよう製本した。 

 

【③-2】2021年 8月以降、和田専門家および井上専門家と打合せを実施

し、具体的な研修内容と研修方法を検討しながら教材開発を実施した。 

・和田専門家の指導の下、木工旋盤による品質の安定と、木工旋盤の追

加機能をテーマに、日本における木工技術を解説する動画教材２点（表

１ No.8、No.9）を制作した。 

・井上専門家の指導の下、市場性と商品開発を研修テーマに、木工品市

場の他国事例の収集と分類・分析、同事例を参考に市場を見据えた商品

開発手法について解説する冊子教材１点（表１ No.10）を制作した。 

 

表１：教材リスト 

No. 形態 テーマ 制作方法 

1 冊子 サンディング基礎 情報追加し再制作 

2 冊子 連続曲線加工，生産性 情報追加し再制作 

3 冊子 直線加工，生産性 情報追加し再制作 

4 冊子 木材乾燥 情報・現地語訳追加し再制作 

5 冊子 粉塵対策 情報・現地語訳追加し再制作 

6 動画 
レーザー彫刻機の保守

点検と適正利用I 

新規制作 

7 動画 
レーザー彫刻機の保守

点検と適正利用II 

新規制作 

8 動画 
木工旋盤による品質の

安定 

新規制作 

9 動画 木工旋盤の追加機能 新規制作 
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10 冊子 市場性と商品開発 新規制作 

 

【③-3】③-1および③-2で制作した教材を活用し，少人数または個別で

の研修を，技術センターまたは当会事務所で実施した。 

・2022年 3月、カウンターパート SSID職員５名、地域の木工品生産者

２名、計７名に対して、技術センターの機械設備および教材を利用した

４日間の技術研修を，地域の熟練生産者を講師として実施した。 

・2022年 3月、上述の７名に、地域の木工品生産者21名を加えた28名

に対して、市場性と商品開発をテーマとした講習を実施した。技術セン

ターの通信環境が極めて脆弱であったため，井上専門家による日本から

の遠隔・ライブ中継での実施は困難と判断し，事前打合せのうえ、当会

の現地事業統括および現地スタッフを代替講師として実施した。 

・2022年 10月、地域の木工品生産者５名が、当会事務所で木工旋盤の

動画教材を個別に試聴し、日本の木工品生産における機械の使用方法に

ついて受講した。 

・2022年 10月、以下活動④-3で報告する新規就業者４名に対して、そ

の雇用主が、技術センターの機械設備および教材を利用した職業訓練を

実施した。 

 

【③-4】実施方法の変更により、職業訓練プログラムの運営実施ガイド

は策定しなかった。ただし、本事業終了後も技術センターの木工機械が

適切に活用されるよう、活動③-3において SSID職員へ技術研修を実施

したほか、制作した教材を SSIDや地域の生産者が活用可能な部数作成す

るなど、本事業の成果が適正に現地社会に定着するよう配慮した。ま

た、動画教材は本事業終了後、活動③-3での利用結果を参考に、試聴し

づらかった部分の現地語訳の変更を行い、当会のサポートがなくても

SSIDや地域の木工品生産者が容易に活用できるよう改良予定である。 

 

活動④：開業・就業支援の導入 

④-1は先行事業で完了した。④-2の開業支援を、先行事業で調達した機

械設備を活用して開始し、④-3の就業支援は、活動③の実施方法の変更

と連動して集合型の就職紹介会ではなく個別対応により実施した（2021

年 10月 4日付変更報告）。 

 

【④-2】社会的な混乱により職や仕事場を失う地域住民が増えるなか、

当会スタッフが開業希望者の情報収集を継続した。2021年 6月から2022

年 3月まで１名、2021年 9月から本報告時点まで１名，計２名が技術セ

ンターを開業初期の工房として利用した。 

 

【④-3】④-2と同様に当会スタッフが情報収集を継続した。2022年 10

月より、中学卒業後の若者４名が、上述の活動④-2で本報告時点まで技

術センターを利用している開業者の下で、新規就業した。同４名は、上

述の活動③-3の通り、雇用主から職業訓練を受けながら、基本的な製品

の生産から開始した。 

 

【④-4】実施方法の変更により、開業・就業支援プログラムの運営実施

ガイドは策定しなかった。ただし、本事業終了後、上述の活動④-3にお

ける新規就業者の就業・育成状況について記録し、参考情報として活用

できるよう対応予定である。 

 

活動⑤：木工品生産者向けの日本招聘研修 
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⑤-1および⑤-2とも，コロナと現地情勢により日本への招聘が困難だっ

たため、実施方法を変更して実施した（2021年 10月 4日付変更報告）。 

 

【⑤-1】上述の活動③-3における、市場性と商品開発をテーマとした講

習で、28名に対して、海外の木工品市場に関する情報提供を実施した。 

 

【⑤-2】先進国市場向けの商品開発テーマとして「植林木を用いた

SDGs・エシカル消費」を設定し、地域の木工品生産者による新製品の開

発を後押しした。当会のシニア・エンジニアと地域の木工品生産者が協

力し、現地で調達可能な植林木であるユーカリ材を木工品に利用するた

めの木材乾燥試験や加工試験を実施した。2021年 10月、試験開発品6

点を日本へ送付し、エシカル消費を専門に扱う企業へマーケット調査を

依頼した。展示会で122社のブース訪問があったうち 10社から取り扱い

希望が寄せられ、商品開発を継続することで確実に市場獲得できるとの

報告であった。当会を通じて、現地へも市場の反応を共有した。 

 

活動⑥：植林 

⑥-1および⑥-2とも，コロナと現地情勢により実施時期を変更のうえ実

施した（2022年 1月 24日付変更承認申請）。 

 

【⑥-1】事業開始後、現地政府森林局や地域住民より植林地の情報収集

を継続した。2022年 6月，バゴータウンシップの村落共有地２ヘクター

ルに，ユーカリ 1600本，アカシアマンギウム 1800本，合計3400本の苗

木を植林した。木工関係者44名，植林後の管理主体となる地域住民43

名，当会スタッフ４名、合計91名が植林に参加した。植林活動の休憩時

間を活用し，参加者に対して、植林が、次世代の自然環境と資源確保に

役立つ活動であることを周知した。 

 

【⑥-2】事業申請時点では、政府森林局と地域住民との連携により植林

後の管理を担ってもらう計画であったが，現地情勢により不適当と判断

した。そのため植林地の選定段階から，住民による共同活動，慈善活動

を取りまとめている地域の有力者へ相談し，地域住民による植林地の管

理を監督してもらう方法を採用した。 

 

（３）達成された成果 

   

 

成果①：技術センターに職業訓練に必要な機械設備が配置される 

成果②：技術センターがより効率よく利用できる施設になる 

→ ともに令和元年度事業で成果を報告済み。本事業では機械設備の保守

点検と機能追加を実施し、さらなる成果を収めた。技術センターの利用

状況は、現地情勢により運営が困難な状況下であるが，継続的に利用す

る生産者がおり、2021年は236（人・日），2022年は 366（人・日）であ

った。 

 

成果③：職業訓練プログラムが開発され，実施体制が確立される 

指標1：日本人専門家によるビデオ講習が実施され，木工品生産者らが

技術科目と講習科目の教材を利用できるようになる 

→ 日本人専門家によるビデオ講習２点を含む計 10点の教材が制作され

利用できるようになった。 

指標2：研修内容に基づく理解度テストで，研修視聴者の平均正答率が

８割以上となる 

→ 研修参加者への理解度テストの平均正答率が 94％であった。 
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成果④：地域の木工産業における開業機会および就業機会が向上する 

指標1：事業期間中に１名以上が開業する 

→ ２名が技術センターで開業した。 

指標2：事業期間中に２名以上が新規就業する。 

→ ４名が新規就業した。 

 

成果⑤：講習受講者または木工工房主が日本で研修を受け，新製品が開

発される 

指標1：木工品関係者10名以上が他国の木工品市場に係る情報を日本人

専門家から学ぶ 

→ 木工品関係者28名が他国の木工品市場に係る情報を学んだ。 

指標2： 工房２軒以上で日本での研修結果を反映させた新製品が開発さ

れ，日本からのフィードバックを受ける 

→ 植林木を用いた SDGs市場向けの新製品が７軒の工房で生産され、私

マーケット調査結果がフィードバックされた。 

 

成果⑥：植林が実施され木工品生産者の資源管理意識が向上する 

指標1：地域住民・木工品生産者から10名以上が植林活動に参加する 

→ 地域住民・木工品生産者87名が植林活動に参加した。 

指標2：参加者の80％以上が資源の大切さを理解する 

→ 参加者への聞き取りから「木材資源は大切さを理解した」との回答が

全員から得られた。 

 

本事業の活動を通じて，ＳＤＧｓの目標およびターゲットのうち，職業

訓練へのアクセスと若者の技術的・職業的スキルの向上（目標４），労働

集約型の産業における生産性の向上と適正な雇用促進（目標８），持続可

能な産業振興（目標９）の達成に貢献した。 

 

（４）持続発展性 本事業終了後、技術センターに設置・登録されている木工機械の一部は

カウンターパート SSIDへ譲渡することで、SSIDが運営する施設で技術

研究や木工品生産者向けの技術研修に継続して利用する。特に日本製の

やや大型の機械は、現地情勢の影響下であっても電力供給に問題のない

ネピドーにある SSIDの技術研究所への移設を検討中である。上述の活動

③-3において SSIDの職員へ機械の使用方法や保守点検について研修を

実施したほか、譲渡時には、取扱説明書となる文書も準備する。また、

本事業により制作した教材を SSIDへ提供することで、木工品生産者向け

の技術研修で継続して利用する。 

 

技術センターでの活動は、本事業により技術開発をおこなった木材乾燥

設備や、職業訓練に適した基礎的な木工機械を中心に、本事業終了後も

技術センターに設置し、地域の木工品生産者グループが継続して利用で

きるよう、当会が自己資金により支援する。本来であれば、本事業終了

時点で現地の生産者グループへの譲渡を予定すべきであるが、現地情勢

の影響により、現時点で譲渡が可能な状態にまで現地の人材育成と組織

化が完了しておらず、また、政府と一般市民との間に争議の種を作りか

ねないため、暫定的に当会が継続して所有し、当会と地域住民とで共同

管理しながら技術センターで利用した後、２年後を目処に譲渡を実施す

る。この点については、2022年 4月 1日より、本事業の後継事業とし

て、アジア生協協力基金および労働組合連合・愛のカンパの助成を受け

て、地域の木工関係者の人材育成とグループ化を目的とした３年間の事

業を開始した。同後継事業および、自己資金での拠点・体制維持によっ
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て、コロナや現地情勢によって支援が困難であった、生産者グループの

育成を図り、上位目標である木工産業の振興を目指す。 

 

木材乾燥技術については、過去事業から本事業までの成果から，ボイラ

ー設置を含まない通常版の木材乾燥設備の場合，現地で調達可能な資材

を用いて約 1,800千チャットの材料費で制作できる計算となり，現地の

木工工房で導入を検討可能な金額範囲となった。木工機械の利用や生産

技術の普及状況については、上述の活動①-2においてバンドソーの替え

刃対策などを実施した結果、地域の生産者の間に丁寧な利用やメンテナ

ンスへの心がけが定着している。電力の供給不足が長期的に続くなか、

技術センターに設置した発電機は地域の生産者が生産活動を継続するた

めに有効活用されたが、その後の急激な燃料高騰の影響を受けており、

社会状況の早期平常化を望む。植林木を用いた SDGs市場向け製品は、上

述の活動⑤-2以降も日本での市場開拓が進んでいる。電力不足、燃料高

騰、物流の混乱と資材不足といった、生産活動において大きな障壁に直

面している生産者にとって、新たな商品、新たな市場という明るい話題

は、生産活動へのモチベーションを維持、向上するための貴重な機会と

なっている。 
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完了報告書記載日：2023年 1月 31日 

団体代表者名：特定非営利活動法人アジアクラフトリンク 

理事長 斎藤 秀一 （押印省略） 

 

【添付書類】 

① 日本ＮＧＯ連携無償資金収支表（様式４－a） 

② 日本ＮＧＯ連携無償資金使用明細書（様式４－b） 

③ 人件費実績表（様式４－ｃ） 

④ 一般管理費等 支出集計表（様式４－ｄ） 

⑤ 事業内容，事業の成果に関する写真（様式４－e） 

⑥ 外部調査報告書 

⑦ 残余金発生の理由書（該当する場合） 

 

３．その他 

（１）固定資産譲渡先 当会は2016年度より、本事業の事業地において、技術センターを通じた

木工品生産者の支援をＮ連事業として継続し、2016，2018，2019年度事

業で、木工機械を購入した。本事業終了に伴い，木工機械の一部は，カ

ウンターパート SSIDへ譲渡し，残りは、地域の生産者グループへの譲渡

を前提としながら暫定的に当会が管理を続け、引き続き地域住民が利用

できるようにする。SSIDへの譲渡は、同局との MoUが2023年1月に終

了し、終了後 90日後の終了報告提出時に交わす予定で、詳細を調整中で

ある。2022年 11月、SSIDのバゴー支局から技術センターへ訪問があ

り、譲渡予定機械について当会から情報提供した。 

 

（２）特記事項 事業期間において，コロナと現地情勢の影響を受けながらも，当会スタ

ッフによる情報収集，現地大使館，他団体との安全連絡会議等により，

最大限の安全対策を図り，事業運営を継続した。現地銀行への日本から

の送金および現地での出金が困難な状況が続いたが，事業後半は、民間

の送金サービスが利用可能になり同サービスによる送金をおこなった。 

 

本事業の終了にあたって最も課題となったのが、政変後の、現地政府お

よび SSIDの方針転換と、現地政府と一般市民との乖離・対立であった。

当会では政変後、現地政府との公式な調整は可能な限り控えたものの，

事業活動と拠点維持に必要な手続き、SSIDへの既定の活動報告、事業成

果の維持・継続に必要な活動への参加依頼などに限定し、調整業務を継

続した。本事業申請時点では、技術センターの木工機械は、所有権を

SSIDへ移行した後も、同局から地域の生産者グループへ貸し出す形で、

地域住民が維持管理をしながら現行の技術センターで継続利用すること

で調整が済んでいたが、現地政府の方針転換および、地域住民に対する

不要な軋轢が生じないよう配慮した結果、上記、持続発展性の項に報告

のような対応策を取った。一方で、以上のような状況下であっても、旧

来より適正なコミュニケーションが可能な政府担当官個人とは連絡を継

続し、政府各局の機微な状況変化等の情報収集を実施したほか、本事業

終了後の成果の持続、発展を目指して、SSID職員への技術研修などの活

動を円滑に実施するための努力を継続した。 

 



様式４－e 

事業完了時の写真 

バゴー木工技術センターにおける地域の生産者支援サービス強化事業 

特定非営利活動法人アジアクラフトリンク 

1 
 

 

  
技術研修の講師（中央）と参加者 市場性と商品開発をテーマとした講習会 

  
冊子版教材 技術センターでの開業者と新規就業者 

 

 
植林に参加した木工関係者と地域住民 ユーカリの植林地と活動紹介板 

 


